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会 長
小平信因

公益社団法人

　平成26年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を
申しあげます。旧年中は、税務ご当局の皆様ならびに
会員の皆様には、格別のご支援とご協力を賜り、心よ
り御礼申しあげます。
　昨年の世界経済を振り返りますと、世界の景気は、
全体として弱い回復が続いているものの、米国では
雇用情勢の改善を背景に景気が緩やかに回復傾
向にあり、中国でも輸出などに牽引される形で拡大テ
ンポが安定化してきているなど、一部に底堅さも見ら
れています。一方、日本経済につきましては、景気は、
緩やかに回復しつつあるなか、デフレからの早期脱
却と経済再生の実現に向けた各種政策効果が発
現することで、景気回復の動きが確かなものとなるこ
とが期待されます。中部圏の経済についても、堅調な
内外需要や各種政策効果を背景に、景気は緩やか
に回復してきており、日本のモノづくりの中心にある中
部圏から、日本経済ならびに世界経済の回復に貢献
していきたいと思います。
　さて、昨年の豊田法人会の活動について振り返り
ますと､まず、昨年４月に「公益社団法人豊田法人
会」として、新たな第一歩を踏み出しました。そして、
当法人会の60余年の活動の歴史と伝統を活かしな
がら、民間における税の分野でのオピニオンリーダー
を目指すとともに、その組織力を活かして地域社会へ
貢献していくことを活動の柱として、さまざまな活動を
実施してまいりました。
　まず、会員の皆様の自己啓発を支援するための各
種研修活動を開催いたしました｡なかでも税務研修
会におきましては、豊田税務署のご支援や東海税理
士会のご協力をいただき、税務会計講座、法人税セ
ミナー、資産税セミナーを実施いたしました。また、岡
崎法人会と合同開催した「調査部所管法人税務研
修会」は、名古屋国税局の朝倉調査部次長を講師
にお迎えし、「ひつまぶしと税金」と題してお話いただ
くなど、大変有意義なものとなりました。また、女性部会
では、豊田税務署の山田署長をお迎えし、「相続税」

についてのご講義をいただいたり、青年部会では、
「ソーシャルメディアの活用や今後のビジネス」につい
ての講演会を実施するなど、税務分野の知識向上と
ともに、さまざまな分野の見識を広げる研修活動が実
施できたと聞いております。
　社会貢献活動では、小原「四季桜まつり」や、ふる
さとふれあいウォーキング「歩かまい稲武」に協賛し、
地域産業・観光の活性化支援を行うとともに、豊田科
学技術教育振興会が主催する「豊田市創意工夫
展」にて優秀な作品に「豊田法人会会長賞」を贈呈
するなど、地域に根ざしたさまざまな活動に積極的に
参加することができました。
　税制委員会では､「平成26年度税制改正に関す
る提言」を、衆議院議員の古本伸一郎殿、八木哲也
殿をはじめ、豊田市長殿、豊田市議会議長殿、なら
びに、みよし市長殿、みよし市議会議長殿に直接お
渡しし、法人会の税制改正に関する要望活動を積
極的に行いました。会員の皆様のご意見・ご要望を
反映しながら、社会保障と税の一体改革における、
給付の重点化・効率化と負担の公平化・適正化に向
けた社会保障制度のあり方や、消費税率引き上げに
際しての環境整備を要望いたしました。さらには、経
済活性化のための法人税率の引き下げや、中小企
業の活性化に資する中小企業投資促進税制の拡
充を要望するなど、経済・社会の構造変化への対応
に配慮した提言を行いました。
　このような活動を実施できましたのも､税務ご当局
の皆様の格別なご指導、ならびに会員の皆様のご協
力の賜物であると思っております。本年も引き続き、
「正しい税知識の普及と経営の力を養うことにより、
企業の健全な繁栄に寄与するとともに、地域社会の
発展に貢献する」という基本理念に基づいたさまざま
な活動を展開するとともに、公益社団法人として、公
益性と透明性を高めるために、さらなる研鑽と努力を
積み重ねてまいる所存でございますので、会員の皆
様には、法人会活動への一層のご理解と積極的な
ご参加をお願い申しあげます。
　また、税務ご当局の皆様におかれましては、昨年同
様、格別のご支援とご指導を賜りますよう、お願い申し
あげます。
　誠に簡単ではございますが､皆様のますますのご
健勝とご隆盛を心よりお祈り申しあげて、私の年頭の
ご挨拶とさせていただきます。
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名古屋国税局
課税第二部
部長
松山清人

　平成２６年の年頭に当たり、謹んで新年のごあ
いさつを申し上げます。
　公益社団法人豊田法人会会員の皆様には、日
頃から税務行政につきまして格別の御理解と御協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、
輸出環境の改善に伴う業績の回復などから景気
は緩やかに回復しつつあります。
　また、経済以外の面に目を向けましても、富士山
の世界文化遺産への登録や2020年のオリンピッ
ク・パラリンピックの東京開催の決定など、私たちに
大きな活力を与えてくれた明るい出来事がありまし
た。
　このような中で迎える新しい年が、会員企業の
皆様にとって希望の多い充実した年となりますこと
を祈念いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅
力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会
の発展に一層の貢献をされますことを御期待申し
上げます。
　ところで、社会保障制度の充実・安定化を図ると
ともに、持続可能な財政構造を構築するため、本
年４月１日から消費税及び地方消費税の税率を
８％に引き上げることとされております。
　国税当局といたしましては、納税者の皆様が消
費税法の改正内容を十分に理解し、自ら適正な申
告と納税を行っていただけるよう、広報・相談・指導
に取り組んでいるところであります。また、各税務署
に改正消費税法に関する相談窓口を設け改正内
容の相談・指導にあたるとともに、転嫁や価格表示
に関する相談についても、適切に対応するなど関
係省庁等と連携して取り組んでおります。

　誠実な納税者の団体である法人会の皆様に
は、税務行政のよき理解者として引き続きお力添え
を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済の
グローバル化、ＩＣＴ化、事務効率化の要請などに
より大きく変化しております。
　これらの変化に対して、国税当局といたしまして
は、調査必要度の高い分野に事務量を重点的に
投下するほか、実地調査以外の書面照会や説明
会なども組み合わせた多様な手法により、納税者
の皆様が自発的に納税義務を履行していただけ
るよう税務コンプライアンスの向上に取り組む必要
があると考えております。
　公益財団法人全国法人会総連合におかれまし
ても、各企業の内部統制面や会計経理面の質的
向上に向けた自主的な取組を促すことを目的とし
て、「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイド
ブック」を作成し、これを会員企業のみならず一般
企業にも配布する取組を本年４月から開始する予
定と伺っております。
　この取組は、納税者全体の税務コンプライアン
スの維持・向上に資するものであり、当局としまして
も貴法人会とともにこの取組を推進していくこととし
ておりますのでよろしくお願いいたします。
　また、ｅ－Ｔａｘにつきましては、納税者の皆様の申
告・納税の利便性の向上に寄与するとともに、税務
行政の効率化にも資するものであることから、更な
る普及・拡大に取り組んでいるところであります。
　貴法人会におかれましては、ｅ－Ｔａｘの普及・定
着に多大な御尽力をいただいており厚く御礼を申
し上げます。引き続き、御理解・御協力をいただきま
すようよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、公益社団法人豊田法人会
の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに
事業のますますの御繁栄を祈念いたしまして、年
頭のごあいさつとさせていただきます。
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　平成２６年の新年を迎え、公益社団法人豊田法
人会会員の皆様方に謹んで新春のお喜びを申し
上げます。
　会員の皆様方には、日頃から税務行政につきま
して、深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　昨年の7月に豊田税務署長に着任して以来、早
いもので半年が経ちましたが、この間、役員の皆様
方をはじめ多くの会員の皆様方にお会いする機会
に恵まれ、活発で充実した会活動を拝見させてい
ただきました。皆様の会活動に対する並 な々らぬ御
熱意と御努力に対しまして、深く敬意を表する次第
でございます。
　また、各支部、各部会の税務研修会をはじめ、９
月に行われた豊田産業フェスタでは、女性部会が
「呈茶会」、青年部会が「税金クイズ」をそれぞれ
開催するなど、社会貢献活動並びに正しい税知識
の普及及び納税道義の高揚に積極的に取り組ま
れており、今後も引き続き魅力ある法人会活動を展
開されますことを御期待申し上げます。
　ところで、社会保障制度の充実・安定化を図ると
ともに、持続可能な財政構造を構築するため、本年
４月１日から消費税及び地方消費税の税率を８％
に引き上げることとされております。当署といたしまし
ては、改正消費税法に関する相談窓口を設け、消
費税率に関する経過措置をはじめとした改正内容
について、きめ細かな広報や相談等に努めますとと
もに、消費税相当額の転嫁や価格表示、納税に関
する相談についても適切に対応できるよう取り組ん
でまいる所存であります。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、少子高
齢化の進展や経済のグローバル化・ＩＣＴ化に伴い

社会経済が急激に変化し、厳しさを増しておりま
す。このような状況の中で、「納税者の自発的な納
税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という
国税庁の使命を果たすため、引き続き納税者サー
ビスの一層の向上に努めるとともに、社会経済情
勢の変化に柔軟に対応した効果的かつ効率的な
事務運営により、国民の皆様の負託に応える税務
行政を進めてまいりたいと考えております。
　このような考えの下、国税庁では申告に必要な
情報や手段を幅広く提供するため、国税庁ホーム
ページの充実を図るとともに、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申
告・納税システム)につきましては、オンラインの利用
率に加え、納税者の皆様方の利便性の向上と行
政の一層の効率化を取り入れた、国税庁が策定し
た「業務プロセス改革計画」に基づき、引き続き一
層の普及・定着に向けて取り組んでいるところで
す。
　特にｅ－Ｔａｘの普及・定着につきましては、貴会の
会員企業中心に、導入の趣旨や利便を早くから御
理解をいただき、率先して御利用いただいているほ
か、その普及活動におきましても多大なる御協力を
いただいており、改めまして深く感謝申し上げます。
　間もなく平成25年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。所得税等の確定申告書等につき
ましては、国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」を利用して作成することができ、期
間中は２４時間いつでもｅ－Ｔａｘにより送信すること
ができます。また、確定申告書等を印刷して、書面
により郵送等で提出することもできますので、確定申
告をされる社員の皆様に対しまして、是非、「確定
申告書等作成コーナー」の利用、更にはｅ－Ｔａｘの
利用を呼びかけていただきますようお願い申し上げ
ますとともに、従来にも増してｅ－Ｔａｘの普及・定着に
御理解、御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上
げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人豊田法人会
のますますの御発展と会員の皆様方の御健勝並
びに事業の御繁栄を心から祈念いたしまして、年
頭のごあいさつとさせていたただきます。

年
頭
の

ご
挨
拶

豊田税務署
署長
山田鉱治



4

豊田
法人会
だより
No.119

確定申告のお知らせ
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平成２５年分 確定申告会場別日程表
月　日

会　場

①
申
告
会
場

②
無
料
税
務
相
談
所
等

年
・
医

年
・
医

豊田市福祉センター

高橋コミュニティセンター
（第1・2研修室）

高岡コミュニティセンター
（ふれあいホール）

井郷交流館
（大会議室）

上郷交流館
（ふれあいホール）
藤岡交流館
（集会室）
足助支所

（第2・3会議室）
小原交流館

（ふれあいホール）
稲武支所

（2階会議室）
旭支所

（第1会議室）
下山基幹集落センター
（多目的ホール）

豊田市福祉センター
（小ホール）

みよし市役所

みよし市役所

説
明
会

月3月2月1

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎□□□□

○○○○○○○○○○

□ □

○○

○○

○○

☆○

○

☆☆

☆☆

○○

○○

○○○

○○○

17141073228272625242321201918171413121073213127

豊田税務署
（5Ｆ共用大会議室）

～ ～ ～
～ ～ ～

～
～ 月金月金月日金木水火月日金木水火月金木水月金月日土金月

※申告会場等（①・②）の開設時間は次のとおりです。
　□　＝　給与所得者・年金所得者等の還付申告　　　＜開設時間　9：00～17：00＞    
　◎　＝　所得税・消費税・譲渡所得・贈与税の申告　＜開設時間　9：00～17：00＞
　○☆＝　所得税の申告　　　　　　　　　　　　　　＜開設時間　9：30～16：00（12：00～13：00を除く）>
　　　　　☆は豊田市職員のみの出張相談

※申告会場等（①・②・説明会）では、ご自身で確定申告書を作成していただきます。
　ご不明な点につきましては、職員や税理士がアドバイスさせていただきます。
　なお、２月１０日（月）から３月１７日（月）までの間、豊田税務署内においては確定申告に係る
　作成指導は行っておりませんのでご了承ください。
各会場とも混雑状況によって、受付を早めに終了する場合がありますのでご了承ください。
また豊田市福祉センターについては、２月２３日（日）・３月２日（日）も開設しています。

※説明会の受付時間等は次のとおりです。（東海税理士会豊田支部主催）
　年　＝　年金受給者説明会　＜受付時間　9 : 00～　9：30　開催時間　9：30～12：00＞
　医　＝　医療費控除説明会　＜受付時間 13 : 00～ 13：30　開催時間 13：30～16：00＞
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豊田税務署長表彰
（50音順・敬称略）

（50音順・敬称略）

平成25年度納税表彰

豊田法人会の会員が
次のように
表彰されました。 平成25年11月13日（水）

於名鉄トヨタホテル

宇 井 武 夫
（株）三豊化工

常任理事

上 田 建 仁
（株）大豊工業

副会長

中 根 眞 治
（株）大正屋

常任理事

村 上 雅 則
（株）村上製作所

常任理事

常任理事
小 松 正 伸
（株）小松

受 彰 者

受 彰 者

豊田税務署管内税務協議会長表彰
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部会
青
年

私たち青年部会は「税法、経理、経営」の
相互研究や会員相互の啓発・親睦を目的
としています。
次代を担う若手経営者の方、中堅幹部社
員のみなさん、我々と共に新しい未来に
向け研鑽していきましょう。

活動
報告

●詳しくは豊田法人会事務局まで。

《年会費》3,000円
《入会条件》

平成25年11月27日（水）

　豊田税務署長／山田鉱治様を講師にお迎えした
税務研修会と情報交換会を開催しました。
　また、会には豊田税務署法人課税第一部門統括
官の長手様、担当副会長の小島洋一郎様にもご出
席いただき、有意義な会となりました。

豊田商工会議所２F

税務署長を囲む会

平成25年12月6日（金）～7日（土）
神戸医療産業都市

視察研修

新入会員
募集中！豊田法人会員の法人に

属した50歳以下の人

　今回の視察研修では神戸医療産業都市を視察に
いきました。
　はじめに、神戸医療産業都市の概要とビジネス環
境の説明をうけた後、医療機器開発施設等やスー
パーコンピュータ｢京」を見学、また、どのように役
立っているかを知ることができ、勉強となる視察研
修となりました。
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女
性

活動
報告
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平成25年10月22日、23日

花水木
女性部会の花

研修旅行

　今年の気候は新記録ばかり、10月中過ぎなのに紅葉
の便りもまだの様子。
　世界遺産の富士山と三保の松原、そして資生堂研修
センターへの研修旅行、期待は一杯でもお天気が…歴
史を語り自分がタイムスリップする資生堂研修セン
ター、三保の松原は台風の影響で風と白波、富士山は恥
ずかしがって雲の中、明日に期待いたしましょう。
　今日は晴れるかな、駄目だー空から小雨、富士山山道
はガスで視界は5m余、名鉄観光の運転手さんの素晴
らしい運転に惚れ惚れ、久しぶりの5合目でも飛び交う
言葉は？？？世界遺産の証拠かな？お天気で旅行の
80％は決まるとか。なるほど、なるほど

　11月11日、豊田税務署長／山田鉱治様、法人課税

第一部門統括官／長手哲也様をお迎えして囲む会が開

催されました。署長様より「贈与税と上手につき合おう」

について、解りやすく身近な問題を例に挙げてご講義を

して頂きました。贈与税については課税されるものや、

非課税になるものなどがあり、奥が深いなと感じまし

た。参加者も真剣に聞き入って、疑問点など質問も多く

時間が足りない程でした。税金に関して知らないことが

多くあり、これからも講演会や講義などに参加して、学

んでいきたいと思います。

研修旅行に参加して

平成25年11月11日税務署長を囲む会

税務署長を囲む会に参加して

神谷滿佐枝

太田　典子
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シンボルマーク
このマークは、女性部会の8ブロックの強い絆を表現しています。

ふれあい
メッセージ 　私は豊田市（松平）に来て30年になります。

　随分変わりました。その頃は五ケ丘団地・松平団地などはまだ無く、山の中の集落「田舎」
と言うような所でした。古川松平（301号線）、車1台しか通れない港橋など、巴川にかかる橋
は2～3本です。巴川沿いにはさくらの木があり、春になると花がきれいに咲き、夜はライト
アップされ、あまりの見事さで車の渋滞、脇見運転で追突事故がよくありました。
　年月が経つうちに開発が行われて、松平団地の造成が始まりました。丁度、会社の正面な
ので毎日様子が見れました。「すごい」としか言いようが無かったです。今は巴川沿いも整備
され、橋も新しく立て替えられて、特に新港橋は毎年お盆に「金魚花火」が行われて、にぎ
わっています。又、松平インターも出来て、来年には第二東名も接続し随分と交通の便が良
くなりました。30年前には考えられなっかたです。少し奥になりますが松平東照宮、高月院、
天下祭（はだかまつり）などもあり、私も何度か行った事がありますが、緑が多くてとってもよ
い所です。行ってみてはいかがですか？

松平に来てから30年

永野千枝子

（公社）豊田法人会女性部会

平成25年11月26日愛知県法人会女性部会連絡協議会 情報交換会

　平成25年11月26日、参加者151名ホテル
キャッスルプラザにて行われました。
　4月に愛知県で行われた全国女性フォーラム
で紹介されたものを中心に4つの部会から発表
がありました。
　中川法人会の、七夕『おり姫コンサート』は、病
院の患者さん等を対象にコンサートを行ってい
ます。実現するまでの苦労が患者さん達の笑顔
とねぎらいの言葉で、疲れも吹き飛びましたとの
お話がありました。
　講演会は、整膚学博士の川口由倫先生から、
『健康と美と癒し』という課題で「肌つまみ」実技
指導で～からだの中からきれいになりましょう～
を体験し、血流アップで、ハリ、ツヤが蘇るとのお
話には会場全員が熱心に聞き入っていました。
先生のお話の『実感マイナス5歳』は無理にして
も、挑戦してみたいと思いました。

情報交換会に参加して

堀　ミユキ
整膚学博士　川口由倫 氏

発表会
租税教室の様子

愛知県法人会女性部会連絡協議会　会長／鈴口かずよ
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春日井伸寿

高
岡

　豊田法人会高岡支部は
会員は３２０名です。 　 　 
　主な活動として年３回の支
部委員会、年１回の研修会
及び視察研修、年度末には
支部大会を開催しておりま
す。 　　　
　昨年は岐阜県の未来工
業㈱を視察し、発想豊かな
企業人を目指し、変わりつづ
けて行くこと、「常に考えるこ
と」を習慣とすることの大切さ
を学びました。また、地元ボラ
ンティア団体への支援を通
じ、地域への貢献もしておりま
す。 
　当支部はこの高岡地区の
自然を慈しみ、人 を々支える
習慣や伝統を重んじ、法人
会活動を通じて地域に貢献
して 参ります。 　
　今後も、皆様のお役に立
つ研修の場を設け、地域と共
にある法人会活動を推進し
て参りますので、高岡支部を
よろしくお願い申し上げます。 

支部の紹介

支部長

三栄工業㈱

六鹿会館の中心施設となっている六鹿邸
は、明治45年に六鹿清七（むしかせいしち）
によって建てられた木造瓦葺の有形文化
財です。純日本的な文化施設として周辺
の景観整備も行われ、日本の四季を楽し
むことができます。

昨年11月29日に高岡コ
ミュニティーセンターに
て、講師をお招きし、「法
人税等の誤りやすい事
例について」と「メンタル
ヘルス対策セミナー」を
テーマに研修会を行い
ました。

文化財

を通じて四
季 親しまれる

六鹿（むしか）会館

研修会

【所在地】 豊田市高岡町長根51番地（高岡コミュニティセンター隣接）
【休館日】 毎週月曜日（祝日および振替休日は除く）
　　　　　12月28日から翌年1月4日まで
【利用時間】一般見学　　午前9時から午後5時まで
　　　　　集会所利用　午前9時から午後9時まで

《表紙の写真》

《支部の活動》
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昨年12月18日より、前林中学校の生徒がデザインした新しい高岡ふれあいバスが運行を始めました。
このバスは若林交流館から、みよし市明知下公民館の間を走っています。

逢妻男川と逢妻女川が
合流して逢妻川となる知
立市との市境に、題額や
レンガ組みの美しい導水
管などが残っています。
愛知用水を使うようにな
るまでの60年間、地域の
土地を潤し、人々の生活
を支えました。

高美団地に植えられた150
本の桜は、春になると一斉
に色づき、名鉄三河線の車
窓からも見事な景観を楽し
むことができます。
地域住民による「高美町桜
並木保存会」の活動は、昨
年4月に「さくら功労者」を
受賞しました。

高岡ふれあいバス

金山揚水

高美町 桜並木

《高岡地区の紹介》
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豊
田
市
消
防
本
部
から
の

お
知
ら
せ

自分の命は
自分で守ろう！
そのために次のことを確認しよう！
　平成１３年９月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災をはじめ、「４つ」の現象が
多くの犠牲者を出す大惨事を引き起こしています。火災から命を守るためにビル等では
「３つ」のことを確認しましょう。

大惨事を招く「4つ」の現象
命を守る「3つ」の確認現象

１
防火戸の閉鎖障害
放置された物
品が邪魔で防
火戸が閉鎖で
きなかった。

非常口の位置と階段
の物品放置の状況
確認

出入口以外の逃げ
道（窓、避難器具等）
を確認

現象
2
煙の充満
窓が少なく密室状態であったため、煙が
急速に充満した。

煙

現象
4
階段室への多量の
物品の存置
多くの物品が置
かれた階段室か
ら出火した。

現象
3
屋内階段が１本
屋内階段が1本で階段の出火の
ため、逃げ道がなかった。

☆自分の命を守るために！

1 お店に入る前に…

2 お店に入ったら…

3 もしも火災にあったら！！
■「火事だ！！」と大声で知らせる。
■逃げるときは濡らしたハンカチやタオル
を鼻と口にあてます。
■できるだけ低い姿勢で、床スレスレのと
ころに残っている空気を吸うようにしま
す。

TEL ０５６５－３５－９７０４ 
FAX ０５６５－３５－９７１９

豊田市消防本部予防課予防担当

イラストは「総務省消防庁・違反是正HPより出典」
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田
警
察
署
から
の

お
知
ら
せ

ご存知ですか
身近な犯罪を知り、
被害に遭う前に防犯対策を！

Twitter（ツイッター）

？

愛知県警察本部生活安全部からの情報を見ることができます。
平成25年10月１日、Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）の運用を開始しました。
是非フォロー（登録）してください。

○防犯対策、振り込め詐欺等発生情報及びその対策
○各種イベント案内情報
○事件事故等に対する注意喚起 など　 プロフィール画像

ツイッター  愛知県警察あんあん情報 名称：愛知県警察あんあん情報（公式）
アカウント名：＠ＡＰ＿ｓｅｉａｎ

愛知県警察ホームページ内に、当アカウントの運用ポリシーを掲出しています。
ご利用前に必ず確認してください。

すぐメール

パトネットあいち

企業・自治区等団体向けの情報配信です。
豊田警察署から、「速報とよけい」「防犯とよた」により、豊田署管内のタイムリーな犯罪発
生状況、防犯対策を配信中です。
希望する警察署を選択し、受信できます。ここにアクセスして登録してください。

個人向けの情報配信です。Eメール等携帯電話のメールでの受信が可能です。
各警察署から、「不審者情報」「身近な犯罪発生情報」をタイムリーに配信中です。
希望する警察署を選択し、受信できます。ここにアクセスして登録してください。

https://service.sugumail.com/aichipolice/member/

従業員・地域の皆さんで
回覧してください。

携帯電話用サイト
モバイル愛知県警
http://www.pref.aichi.jp/police/mobile/
または
愛知県警ホームページ　
http://www.pref.aichi.jp/police/
犯行を目撃したときはすぐに110番してください。その他、犯行に関する情報は最寄りの警察署にご連絡ください。

QRコード
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暮らしのお役立ち情報

Aの憧れ ラバ 庭 りづく
若手人気ガーデナー
　天野麻里絵さんに聞く Q
Q

&

1

バラは樹形と植えたい場所で選ぶ

品種が多く、どれも素敵で目移りしがち。
バラ苗選びの基本を教えてください。

A
　これからの季節、ガーデニング
ショップの店先には多くの品種のバ
ラ苗が並びます。どの苗も枝だけで
同じように見えるせいか、花の色や
形など、バラの花姿の好みだけで選
びがちです。でも、バラだけでなく
草花などさまざまな植物を楽しむ
ガーデンでは、バラも庭の景色の一
つとしてとらえたいものです。バラ
苗は庭全体に調する枝姿＝樹形で
選ぶのがコツです。

●木立性（ブッシュ）
　株が直立するタイプ。「ハイブリッ
ト・ティ」（大輪四季咲きのバラの系
統）、「フロリバンダ」（中輪房咲きの
バラの系統）に代表される。ほとん
どが樹高１m50㎝～２mだが、樹高
１mほどのコンパクトなタイプなら
コンテナや鉢で楽しむこともでき
る。

●つる性（クライミング、ランブラー）
　一般につるバラのことで、株元か
らシュート（新しい枝）がつるのよう

に伸び、いったん上方に枝を伸ばし
てから枝先をアーチ状に曲げる。性
質は非常に強健で、花は大輪から小
輪まで。多くが一季咲き。つるの伸
び方によって株元から枝が立ち上
がって先端が垂れるタイプを「クラ
イミング」、地面を這うように伸びる
タイプを「ランブラー」と呼ぶ。

●半つる性（シュラブ）
　木立性とつる性の中間の性質を
もつタイプ。花つきがよく強健で、
クライミング・ローズほど枝が伸び
ないため庭の中でも扱いやすく、壁
面や窓まわりに向く。昨今人気の高
い「オールド・ローズ」「イングリッ
シュ・ローズ」は主にこのタイプ。

バラは花姿ではなく樹形で選ぶのが正解です。

バラの樹形は３タイプ

木立性とつる性、半つる性のバラをバランスよく配置すれば、庭のシーン全体が華やかに
つるバラの“ロココ”（淡ピンク）、半つる性のイングリッシュ・ローズ“テス・オブ・ザ・ダーバーフェルズ”
（濃赤）を後方のフェンスに誘引し、手前に木立性の“ベンジャミン・ブリテン”（赤）、“ブルー・フォー・
ユー”（パープル）を組み合わせる。
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Q2
庭の印象を大きく左右するバラ。
長く楽しむための場所選びのコツは？

A
　バラは落葉樹で、一度育てはじめ
ると草花以上に長くつきあう植物で
す。気に入った品種を見つけたら、
庭のどんなシーンで育てて楽しみ
たいか、場所を選ぶことが大切で
す。
　第一に、バラが好むのは日当たり
がよく風通しのよい環境です。また
バラには春から秋にかけて繰り返し
咲く「四季咲き」、春に１回のみ咲く

「一季咲き」、春の開花後、別のシー
ズンにも咲く「返り咲き」など、花の
咲き方にも違いがあります。育てた
い場所によって花の咲き方を選ぶ
と楽しみが倍増します。
　たとえば１日５時間以上日が当た
る場所なら、花弁数が多く春から秋
にかけて何度も繰り返しよく咲く
「四季咲き」のバラを。午前中に日
の当たる東側の小径にはアーチを

設置し、複数の品種の花が次々と咲
き乱れるシーンを楽しむのもいい
でしょう。門まわりなど人の目がつ
きやすいコーナーには「繰り返し咲
き」、草花と組み合わせて庭の背景
としてバラを配置する場合は「一季
咲き」など、シーンに合わせて選ぶ
のがコツです。

植えたい場所によって花の咲き方も選びましょう。

日当たり、風通しのよい場所は一面のローズガーデンに
1日５時間以上日の当たる風通しのよい場所はバラがもっとも好む
場所。バラを中心にしたガーデンづくりにも最適。一般的に花弁数
が多く繰り返しよく咲く品種ほど日当たりが必要。

南の花壇は草花との混植で華やかに
長く花を楽しみたい、人目につきやすい場所では、繰り返し咲く「四
季咲き」の品種がおすすめ。また草花との混植では、バラの株まわり
はコンパクトな草花を選び、バラの成長を妨げないようにしたい。

〈資料提供〉

天野麻里絵 (あまの・まりえ)
Profile

愛知県豊田市の『ガーデンミュージアム花遊庭』ガー
デナー。植栽・メンテナンス担当。東京農業大学地域環
境科学部造園科学科卒業。テレビ・雑誌等メディアで
も活躍中。

（書籍紹介）
天野麻里絵さんが執筆された講談社発行の
『決定版　自分でつくるおしゃれで小さな庭』 
好評につき第７刷が発行
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※詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
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愛知県からの
お知らせ

県税還付業務体制が
変わりました！

平成26年1月から
愛知県の県税還付業務体制が変わりました。
　日頃から本県の税務行政に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　本県では、県内10か所の県税事務所で行っておりました※県税還付業務について、
平成26年1月1日から名古屋東部県事務所に集約しました。
　つきましては、県税還付金についてのお問い合わせは、名古屋東部県税事務所までお
願い申し上げます。
　なお、変更となりました業務体制は次のとおりです。

※県税還付金関係書類の
発送業務、還付譲渡の
受付審査業務など

1月以降平成26年

〈納税者等〉

〈関与税理士等〉
県税還付金
振込先の
確認など

管轄県税から
県税還付金関係
書類を発送

県
内
の
県
税
事
務
所

納
税
者
等

〈納税者等〉

〈関与税理士等〉
県税還付金
振込先の
確認など

名古屋東部
県税から
県税還付金
関係書類を
発送

県
内
の

県
税
事
務
所

納
税
者
等

変
更

12月まで平成25年

※

名
古
屋
東
部

  

県
税
事
務
所

    

収
納
管
理
課

※県税還付金の振込先を確認させていただく場合に、管轄の県税事務所だけでなく名古屋東部県税事務所からも行うことがあります。

【お問い合わせ先】

名古屋東部県税事務所収納管理課
〒460-8483　名古屋市中区新栄町2-9
（スカイオアシス栄内）

電話番号／052-953-7799
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調査部所管法人合同
税務研修会

豊田・岡崎法人会

１７：１５～１８：３０

平成２５年１１月６日(火)

名鉄トヨタホテル７階「金扇の間」
「研修会・講演会」１４：００～１７：１０
「懇親会」
【講演会】
演　題　「ひつまぶしと税金」
講　師　名古屋国税局調査部 次長
　　　　朝倉 修 様

【研修会】
テーマ　「消費税申告のチェックポイント」
　　　　名古屋国税局調査部調査審理課 課長補佐
　　　　木下 篤 様

テーマ　「誤りやすい源泉所得税の取り扱い」
　　　　豊田税務署法人課税第一部門 統括国税調査官
　　　　長手 哲也 様

【来賓】
　　　　豊田税務署 署長
　　　　山田 鉱治 様

　　　　岡崎税務署 署長
　　　　森永 良雄 様

　　　　岡崎税務署法人課税第一部門 統括国税調査官
　　　　林 文典 様

　公務ご多用の中、名古屋国税局より調査部次長 朝倉修様、調査部調査審理課 課長補佐 木下篤様、豊田税
務署より法人課税第一部門統括国税調査官 長手哲也様を講師にお招きして、調査部所管法人合同税務研修
会を開催しました。
　最初に、名古屋国税局調査部次長 朝倉修様より「ひつまぶしと税金」と題して、我国の歳入状況や大企業にお
ける税務コンプライアンスの維持・向上の重要性についてわかりやすく説明して頂きました。次に、調査審理課課長
補佐 木下篤様より「消費税申告のチェックポイント」と題して、図解を交え留意点や誤りやすい事例などについてご
説明して頂きました。
　そして最後に、法人課税第一部門統括官 長手哲也様より「誤りやすい源泉所得税の取り扱い」と題して、具体
的な事例をあげて解説して頂きました。
　研修会後の懇親会も多くの方 に々ご参加いただき、活発にお話をすることができました。

国税局 木下課長補佐

国税局 朝倉次長

豊田税務署 長手統括官
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行事予定
2月

3月

4月

5月

1
3
7
10
10
12
12
13
14
14
17
18
19
21
24
26
27
28
3
3
4
5
7
11
11
11
13
17
18
19
20
20
20
28
8
8
10
11
14
14
14
15
15
16
17
21
22
22
23
23
24
25
8
14
23
23
27

土
月
金
月
月
水
水
木
金
金
月
火
水
金
月
水
木
金
月
月
火
水
金
火
火
火
木
月
火
水
木
木
木
金
火
火
木
金
月
月
月
火
火
水
木
月
火
火
水
水
木
金
木
水
金
金
火

13:30
15:00
14:00
12:00
14:00
14:00
14:00
15:00
12:00
15:30
14:00
12:00
14:00
12:00
14:00
12:00
12:00
14:00
13:30
14:00
14:00
14:00
12:00
13:30
14:00
14:00
17:00
14:00
13:30
13:30
15:00
15:00
15:15
16:00

14:00
14:00
15:00
17:00
16:30
17:15
16:00
11:00
10:00
14:00
15:15
15:00
17:00
14:00
12:00
14:00
13:30
14:00
17:15
14:00

法人会だより第１１９号発刊予定日
小原支部・視察研修会
高岡支部委員会
「法人会だから…」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ祝賀会
税務会計講座
県連・事業委員会
法人税セミナー（初級）
法人税セミナー（上級）
業種別（建設業部会）税務研修会
青年部会・正副部会長会議
県連・厚生委員会
県連・調査部所管法人講演会
業種別（鉄工部会）税務研修会
県連・税制委員会
女性部会・理事会
県連・広報委員会
業種別（自動車部会）税務研修会
県連・総務委員会
県連・組織委員会
広報委員会（第７回）
東海法人会連合会大会
税制委員会（第２回）
総務委員会（第５回）
厚生委員会（第４回）
豊南支部大会＆講演会
県連・専務理事会議
組織委員会兼支部長会議（第５回）
事業委員会（第４回）
みよし支部大会
理事会（第４回）
高岡支部大会
東海青連協・常任理事会
青連協・常任理事会
青年部会・正副部会長会議
青年部会・会計監査
青年部会・理事会
第９回法人会全国女性フォーラム（香川）
新設法人説明会
決算期別説明会（3、4、5月）
女性部会・通常総会　（or 4/23）
女性部会・懇談会　（or 4/23）
青年部会・第11回定時総会
青年部会・懇談会（情報交換会）
青連協　定時総会
女連協　定時総会
帳簿監査
正副会長会議
常任理事会
女性部会・通常総会　（or 4/14）
女性部会・懇談会　（or 4/14）
総務委員会
県連・理事会
理事会
通常総会リハーサル
第３８回（公益法人第２回）通常総会
第３８回（公益法人第２回）通常総会懇談会
広報委員会兼会報編集会議（第１回）

静岡方面
高岡コミュニティ
ウェスティンナゴヤキャッスル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田産業文化センター ４F　視聴覚室
豊田産業文化センター ４F　視聴覚室
豊田建設業（協）会議室
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
ウェスティンナゴヤキャッスル
豊田市鉄工団地（協）会議室
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田産業文化センター
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
ホテルセンチュリー静岡
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室206
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的201・202
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
みよし市文化センターサンアート
豊田商工会議所会館　２Ｆ　会議室201/202
高岡コミュニティ(予定）
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
大同生命ビル　２Ｆ　会議室
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
事務局
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
サンポートホール高松・ＩＲホテルクレメント高松
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的201・202
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
ホテルキャッスルプラザ
ホテルキャッスルプラザ
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
名鉄グランドホテル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的201・202
豊田市民文化会館　小ホール
豊田市民文化会館　小ホール
名鉄トヨタホテル
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

平成26年2月～年5月
日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所

（平成２５年１２月末現在）
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キリトリ

平成 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

平成　　 年　　 月　　 日

会員名

登記事項等異動連絡票

異動事項

所 在 地

法 人 名

代 表 名

電話番号

FAX  No.
資 本 金

業 種 目
組織変更
決 算 期

そ の 他

変　　更　　前 変　　更　　後

公益社団法人
豊田法人会 宛

異動日

〒　　　─ 〒　　　─

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

万円 万円

月期 月期

※該当事項をご記入のうえ、豊田法人会事務局までご連絡願います。
（公社）豊田法人会  事務局／豊田市小坂本町1-25　豊田商工会議所会館 4F
TEL 0565-33-1314　FAX 0565-33-6230

受付

紹介新会員 平成25年10月～12月

豊田中

豊田中

高橋松平

七州

七州

上郷

足助

豊田市栄町

豊田市朝日町

豊田市百々町

豊田市久岡町

豊田市司町

豊田市渡刈町

豊田市月原町

（有）リアライズ

（有）則竹工業

愛豊金型工業（株）

（有）原口組

あいちペット（協）

東海クラフト（有）

（一社）ミニッツ

（有）鈴木牛乳販売店

コウセイ自動車販売(有)

クロガネテクノ（株）

（株）SHIN-WA

（有）カープラザワタナベ

鎌倉商亊（株）

光工房（株）

豊田市小原町

みよし市三好町

みよし市莇生町

みよし市黒笹

みよし市明知町

みよし市福田町

みよし市打越町

小原

みよし

みよし

みよし

みよし

みよし

みよし



豊田法人会
公益社団法人

〒471－0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館 4F）
Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
E-mail  main@toyotahojinkai.or.jp

http://www.toyotahojinkai.or.jp
発行日／平成26年2月1日




